
新規申請用 募集期間：令和8年4月15日(水)～令和8年5月21日(木)

令和8年度  和歌山県修学奨励金貸与制度
しょうがくきん ぼしゅうようこう

しゅうがくしょうれいきん たいよせいど

奨学金を希望する皆さんへ

『奨学金』募集要項

和歌山県教育委員会

無利子
貸与

　和歌山県では、高等学校等（高等学校、中等教育学校の後期課程、高等専門学校、特別支援学
校の高等部、専修学校の高等課程）に在学している方を対象に、奨学金の貸与者を募集します。

修学奨励金（奨学金）貸与制度
　本制度は、経済的理由により、高等学校等での修学が困難な方に対し、その修学に要する経費
の一部を貸与することにより、修学の奨励と教育の機会均等を図り、もって有為な人材の育成に
資することを目的とします。（貸与を受けた生徒のことを、以下、「奨学生」と表記します。）
　また、奨学金の貸与を希望するにあたって次のことを理解してください。
①　奨学金は奨学生及びその連帯保証人が責任を持って返還しなければなりません。
②　返還された奨学金は次の奨学金の貸与資金となり、次代の奨学生を支えます。
③　奨学金の貸与を希望するにあたっては、本要項を十分理解し、保護者の方とよく相談の上
      申請してください。
　奨学生になったときは、奨学生としての自覚を持つとともに、高校生にふさわしい生活態度で
学業に励んでください。
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はじめに
〇和歌山県修学奨励金は、経済的理由で修学を諦めることのないよう、奨学金を貸与
　することを目的としています。
○借りた奨学金は、奨学生・連帯保証人が責任をもって返還しなければなりません。

本要項により制度を十分理解し、保護者等とよく相談した上で申請を行ってください。

貸与対象者
　次のすべてに該当する者とします。
　（１）高等学校等（高等学校、中等教育学校の後期課程、高等専門学校、
　　　　特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程）に在学していること。

　（２）本人の生計を主として維持する者が、和歌山県内に住所を有していること。  

　（３）世帯全員の年間収入額（税込）が、和歌山県修学奨励金貸与条例施行規則に
　　　　規定する貸与基準額以下であること。（下表及び15~18頁参照）
   （４）次に掲げる学資金等の貸与を受けていないこと。

     ① 独立行政法人日本学生支援機構の学資貸与金
     ② 母子父子寡婦福祉資金の修学資金    　
     ③ 和歌山県高等学校定時制及び通信制課程修学奨励金
     ④ 生活福祉資金貸付金の教育支援費

貸与額（月額）

貸与期間
　貸与期間は、貸与を受ける者が在学する高等学校等の標準の修業年限となります。

※令和９年度以降も貸与を受けたい場合、年度毎に、継続して貸与を受けるための申請（継続申請）が必要です。
なお、継続申請の審査の結果、貸与基準額等の貸与要件を満たさなくなった場合は、貸与を打ち切ります。

申請期間（締め切り厳守）

申請方法
　 必要書類（５頁参照）を募集期間内に以下へ提出してください。

  ○和歌山県内の高等学校等
　  和歌山県外協力校※
  ○上記以外の高等学校等に在学している場合…当該学校の奨学金事務担当者と提出方法等についてご相談の上、
  　郵送または持参にて和歌山県教育庁生涯学習局生涯学習課奨学班まで

※智辯学園高等学校（奈良県）、奈良県立十津川高等学校、近畿大学工業高等専門学校（三重県）

　　に在学している場合…当該学校の奨学金事務担当者へ

貸与について

自宅通学者 １８，０００円 ３０，０００円
自宅外通学者 ２３，０００円 ３５，０００円

国公立 私立

※いずれも月額貸与

いずれも
無利子
貸与

令和８年４月１５日（水）～令和８年５月２１日（木）

※４人世帯の場合（参考例）

　 和歌山市 ○上記金額はあくまで目安です。世帯の人数、事情等により増減します。
海南市 紀美野町 岩出市 ○給与収入者の年間収入額は、源泉徴収票等の支払金額等（税込）となり、
橋本市 高野町 　給与収入者以外の場合は、確定申告書等の所得金額を10頁の《収入
有田市 湯浅町  御坊市 美浜町 　年額計算表》で算出した金額となります。
田辺市 白浜町
新宮市 那智勝浦町  太地町 串本町
上記以外の市町村

世帯主が住所を有する市町村 年間世帯収入額(税込)の上限
５４０万円

５００万円

４８０万円

わ か やま けんしゅうがくしょうれいきん
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貸与の決定から振込まで
　和歌山県教育委員会で貸与基準等に基づく審査の結果、適切であると認められるときは７月下旬以降（予定）
に貸与の決定通知を行います。その際、「請求書」（様式）を併せて送付します。その後、必要事項を記入した
「請求書」が教育委員会に提出されてから振込の手続きを行います。書類の不備等がある場合や提出がない場合は、
振込が遅延となる可能性がありますのでご注意ください。
　なお、当該書類の詳細については貸与の決定通知時にお知らせします。

　　　　　　  ※振込日時に関する通知は行っておりませんので、各自通帳で振込状況をご確認ください。

～お願い～
指定された振込口座の情報を以下にメモしていただきますようお願いします。

２回目以降の振込について
　２回目以降の振込については、和歌山県教育委員会から在学校に在籍調査を行い、在籍状況を確認したうえで
振込の手続きを行いますので、在籍調査についてご理解いただきますようお願いします。
　また、住所変更や転学、通学方法の変更などがあった場合は、変更手続きが完了してからの振込となりますので、
申請時点から変更が生じた場合は、在学校（県外の学校に通う方については生涯学習課）へご報告ください。

申請から貸与までの流れ（県外校の方は直接生涯学習課へ書類を提出ください。）

　　　　　学　校

①貸与申請
本人

⑤'貸与決定通知
②書類取りまとめ

③推薦
⑤貸与決定通知

　　⑧本人口座へ奨学金を振込 和歌山県教育委員会

④
⑦

お問い合わせについて
生涯学習課や在学校へお問い合わせされる際は、他の奨学金との混同を防ぐため、
修学奨励金（しゅうがくしょうれいきん）の申請に関するお問い合わせであることをお伝えください。

２回目（８月～１１月分）
11月末日 3月末日

１回目（４月～７月分） ３回目（１２月～３月分）

金融機関名

支店名

口座名義

口座番号

７月下旬以降

審査

⑥書類提出
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貸与中の変更手続きについて
 申請時点から在学状況等の変更があった場合、以下のとおり速やかに届け出をお願いします。

○ 県内の高等学校に在学中の方
　　在学中の学校担当者へ変更の旨を伝え、届け出を行ってください。

○ 県外の高等学校等に在学中の方
　生涯学習課へ変更の旨をご連絡ください。

休学または停学等になったとき
奨学金の貸与を一時的に停止することになりますので、直ちにその旨を届け出てください。

貸与対象者の要件を満たさなくなったとき/貸与を受けることを辞退するとき
　奨学金の貸与を終了（打切）することになりますので、直ちにその旨を届け出てください。
　
偽りその他不正な手段により奨学金の貸与を受けたことが判明したとき
　　貸与を取り消します。直ちに貸与を受けた奨学金を一括で返還しなければなりません。
　

転校することになったとき
　　学校変更等の手続きが必要となりますので、直ちにその旨を届け出てください。

通学方法（自宅/自宅外）を変更したとき
　貸与額変更等の手続きが必要となります、直ちにその旨を届け出てください。
　
課程（全日制・定時制・通信制）を変更することになったとき

　　貸与期間変更等の手続きが必要となりますので、直ちにその旨を届け出てください。

氏名や住所、連絡先等を変更したとき
登録情報を変更する必要がありますので、直ちにその旨を届け出てください。

連帯保証人を変更したいとき
　連帯保証人の変更手続きが必要となりますので、直ちにその旨を届け出てください。
　
奨学金の振込口座を変更したいとき
　　登録口座変更の手続きが必要となりますので、直ちにその旨を届け出てください。

貸与額の変更

その他の変更

貸与の停止・打切・取消
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　返還することもできます。なお、返還を怠ったときは年１０．９５％の延滞金が加算されますので、
　必ず納期限内に納入してください。
　（１）返還期間　１０年以内
　（２）返還時期　毎月または毎月と１月・７月

返還猶予

　返還について

返還方法
　卒業や打切り、または期間の満了により貸与が終了したときは、その月の翌月から６ヶ月経過した後、
貸与を受けた者及びその連帯保証人が貸与を受けた奨学金を返還しなければなりません。　
　返還方法は、月賦または月賦・半年賦を併用した均等払い方式によりますが、一括して繰り上げて

　（５）生活保護を受けているとき
　（６）その他真にやむを得ない事由（例：妊娠・出産・育児、経済的困窮(市町村民税所得割非課税)等）
　　　　によって返還が困難になったとき

　貸与を受けた者が、次のいずれかに該当するときは、申請することによって適用期間の月々の

　貸与を受けた者が、次のいずれかに該当するときは、申請することによって返還が猶予される
ことがあります。

　（１）高等学校、大学、短期大学、大学院、専修学校（専門課程）等に在学するとき
　（２）外国で学校に在学または研究に従事するとき
　（３）災害にあったとき
　（４）傷病のとき

返還期間の延長

返還免除

　（１）死亡したとき
　（２）精神または身体の障害により労働能力を喪失し、奨学金を返還できなくなったと認められるとき

【返還例】 （単位：円）

割賦金を２分の１に減額し、返還期間を延ばすことができます。
　（１）失業中または求職中であるとき
　（２）奨学生の直近の収入の年額､または奨学生の当該年度の収入見込額が､基準額以下であるとき
　　　※基準額については、奨学生の居住地や世帯状況等により決定するため、詳細は生涯学習課に
　　　　お問い合わせください。
　（３）その他真にやむを得ない事由により返還が著しく困難となったとき

貸与を受けた者が､次のいずれかに該当するときは､申請することによって返還が免除されることがあります。

（自宅） 月賦・半年賦 　５，０００ 　６０回 ３４，８００ 　１０回

回数 返還金額（半年賦額） 回数

公立学校
１８，０００ ３年 　６４８，０００

月賦 　５，４００ １２０回

学校種別 貸与月額 借用期間 借用総額 返還方法 返還金額（月賦額）

１２０回
（自宅外） 月賦・半年賦 　８，０００ 　６０回 ３４，８００ 　１０回

公立学校
２３，０００ ３年 　８２８，０００

月賦 　６，９００

１２０回
国立（自宅） 月賦・半年賦 １０，０００ 　６０回 ４８，０００ 　１０回

高等専門学校
１８，０００ ５年 １，０８０，０００

月賦 　９，０００

１２０回
　国立（自宅外） 月賦・半年賦 １５，０００ 　６０回 ４８，０００ 　１０回

高等専門学校
２３，０００ ５年 １，３８０，０００

月賦 １１，５００

１２０回
（自宅） 月賦・半年賦 １０，０００ 　６０回 ４８，０００ 　１０回

私立学校
３０，０００ ３年 １，０８０，０００

月賦 　９，０００

１２０回
（自宅外） 月賦・半年賦 １２，０００ 　６０回 ５４，０００ 　１０回

私立学校
３５，０００ ３年 １，２６０，０００

月賦 １０，５００

１２０回
私立（自宅） 月賦・半年賦 １０，０００ １２０回 ３０，０００ 　２０回

高等専門学校
３０，０００ ５年 １，８００，０００

月賦 １５，０００

１２０回
私立（自宅外） 月賦・半年賦 １０，０００ １２０回 ４５，０００ 　２０回

高等専門学校
３５，０００ ５年 ２，１００，０００

月賦 １７，５００
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貸与申請にかかる提出書類一覧

以下の①～⑫の書類（⑨・⑩・⑪・⑫は該当者のみ）を提出してください。
① 貸与申請書 …（９～１１頁参照）

② 住民票（原本）（以下４点、すべてを満たしているもの）
　・本人及び本人と生計を同一にする世帯全員のもの（「世帯全員」という記載があるもの）
　・続柄が記載されているもの
　・申請日の3か月以内に発行されたもの
　・原則マイナンバーの記載がないもの

　※ 次の③マイナンバーを確認できる書類として、住民票を使用する場合は、本人を含めた就学者及び乳幼児 
　以外の方のマイナンバーを記載してください。

③ マイナンバーを確認できる書類…（詳細は６頁、記入例は１３頁参照）
　　本人と生計を同一にする世帯全員のもの
　　※本人を含めた就学者及び乳幼児は提出不要です。

④ 確認書 …（１２頁記入例参照）
　奨学金の貸与を受けること及び返還することの意思確認をする書類です。２枚複写になっていますので、

 １枚目（提出用）のみ提出し、２枚目（申請者控）は貸与が終了するまで大切に保管してください。

⑤ 確約書
   独立行政法人日本学生支援機構の学資貸与金、母子父子寡婦福祉資金の修学資金、和歌山県高等学校定時制
及び通信制課程修学奨励金、生活福祉資金貸付金の教育支援費(いずれも月額貸与)の貸与を受けていないことを
確約する書類です。

⑥口座登録申出書…（１２頁記入例参照）

申請者本人名義の口座を登録してください。

⑦振込口座の通帳の写し
　「⑥口座登録申出書」に記入した口座の通帳またはキャッシュカードの写しを提出してください。通帳・
キャッシュカードが無い口座の場合は、口座情報が分かる画面を印刷したものを提出してください。

⑧ 提出書類チェック表
　チェック表により書類の最終確認をしたうえで提出をお願いします。

―以下の書類は、該当者のみ提出をお願いしますー

　 ⑨ DV・虐待等被害者に係る不開示申出書
　　過去にDV・虐待等の被害を受けた又はDV・虐待の被害を受けるおそれがあり、避難されている場合に
　提出してください。

 　⑩ 障害者手帳等(障害年金の場合は、受給のわかる年金証書)の写し
　　障害のある方が同一生計の世帯にいる場合に提出してください。

 　⑪ 住居の賃貸契約書の写し
　　保護者等の住居が賃貸の（家賃を支払っている）場合に提出してください（下宿の家賃や寮費等は除く）。
　　賃貸契約書等で家賃（共益費や駐車場代等を除く）の支払金額、契約者、建物の所在地、
　契約期間（令和７年１月～令和７年12月を含む期間）が確認できるもの。
　※ 賃貸契約書の写しを提出しなくても、収入年額が貸与基準額以下となる場合は、無理に

提出する必要はありません。
　※ 領収書や銀行等発行の支払明細書、預金通帳の写しは不可です。
　※ 住宅ローン等の支払いは対象外です。

 　⑫ 在学証明書（令和８年４月１日以降に発行されたもの）
　　和歌山県外の高等学校等（「県外協力校」を除く）に在学している場合提出してください。
　　※「県外協力校」とは奈良県立十津川高等学校、智辯学園高等学校、近畿大学工業高等専門学校を指します。

　奨学金の振込口座を登録するための書類です。和歌山県の歳入取扱金融機関（１２頁参照）の中から選択して
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　５頁の③「マイナンバーを確認できる書類」について

　本人と生計を同一にする世帯全員（本人を含めた就学者及び乳幼児は除く）のマイナンバーを確認できる

書類を提出することで、教育委員会がマイナンバーを使用して、その方々の収入・所得（前年・前々年分）

を確認します。原則、マイナンバーを確認できる書類をご提出ください。

◎マイナンバーを確認できる書類（※１）を提出できる方

（※１）マイナンバーカード（写）、マイナンバー通知カード（写）、マイナンバーが記載された住民票

　のいずれか１つ

⇒ 「同意書 兼個人番号カード（写）等貼付台紙」を提出してください。

　１３～１４頁に記入例がありますので、確認のうえ、作成してください。

また、収入がない方（「令和７年度末に高等学校等を卒業した方」を除く）については、

下部の「【注意】収入がない方について」を必ず確認してください。

なお、「令和７年度末に高等学校等を卒業した方」については、※３を確認してください。

【注意】該当される場合は、以下の書類を併せてご提出ください。
DV・虐待等被害者に係る「不開示申出書」

　…過去にDV・虐待等の被害を受けた又はDV・虐待等の被害を受けるおそれがあり

　　避難されている方

◎マイナンバーを確認できる書類を提出できない方

⇒ 以下ア・イ・ウの中で該当する書類（いずれも令和７年分。写し可）を提出してください。

なお、障害年金、遺族年金、児童扶養手当等の非課税の収入については、書類の提出は不要です。 

ア　給与収入者：源泉徴収票

　　　　　　　　 ･･･中途就・退職欄に日付の記載がないもの。手書きの場合、支払者の押印が必要。

イ　給与収入者以外の方：確定申告書（写し）

　　　　　　　　 ･･･申告書等の提出事実・提出年月日が確認できるもの

ウ　老齢年金を受給している方：以下の書類のいずれかを提出してください。

・公的年金等の源泉徴収票

・確定申告書（写し）　※申告書等の提出事実・提出年月日が確認できるもの

※２ ア～ウの書類が提出できない方は、

以下エ・オのいずれかの書類（いずれも令和７年度（令和６年分の収入）分）を提出してください。

エ　市町村発行の所得（課税）証明書 ･･･所得金額が数字で記載されているもの

オ　市町村発行の非課税証明書 ･･･収入年額（０円等）の記載のあるもの

※３　令和７年度末に高等学校等を卒業したため、収入・所得を証明する書類の発行が困難な非就学者の方は

高等学校等の卒業証明書（原本）を提出してください。

【注意】　収入がない方について

　収入がないため確定申告や住民税の申告をしていない方がいる場合は、申告をした上で、上記書類

（「マイナンバーを確認できる書類」、市町村発行の所得（課税）証明書、市町村発行の非課税証明書

のいずれか）を提出してください。もし、お済みでないと収入額（０円等）に記載のない無効な証明書と

なり、申告の上、再提出していただくこととなります。

≪注意≫

令和７年分 ＝ 令和７年１月～令和７年１２月の収入

令和７年度 令和６年分 ＝ 令和６年１月～１２月の収入
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　 書類を記入する前に、記入時の注意事項をご確認ください。

なお、記入内容の不備等が確認された場合、書類を返却しますので、速やかに訂正等の上、
　再提出してください。

使用できるペン
…黒色または青色のボールペン、万年筆
※こすると消えるボールペン、鉛筆、シャーペンなど記入した文字を消せるペンは使用できません。

書類を記入する人
…申請者、連帯保証人、親権者
※それぞれがご自身で記入し、印鑑を押印する必要がある箇所があります。
　記入例をよく読んで、どなたが記入すべき箇所かを必ず確認してください。

印鑑について
…実印または認印（スタンプ印は不可）
※書類の記入者がそれぞれ別々の印鑑を使用してください（同じ印鑑は使用不可）。
　なお、使用できる印鑑は記入者一人につき一種類です。
※印鑑は鮮明に押印してください。

書き間違えた場合
…二重線を引き、記入者の印鑑にて訂正印を押してから正しく再記入してください。
　※修正液、修正テープ、砂消し等、書いた文字を消す行為は禁止

訂正例 　　※書類に捺印した印鑑のみ訂正印として使用可能
　　（訂正印用の別の小型の印鑑は使用不可）

　　

住所について
…各記入者が正しい住所を記入してください。
　※同じ住所であっても、「同上」や「〃」のように省略しないでください。

記入時の注意事項
…９～１４頁に各書類の記入例があります。記入前によく読んでから書類を作成してください。

★書類記入に関する注意事項★

また、９頁以降、各書類の記入例がありますのでそちらも参考にしてください。

和歌山市
県

和
歌
山

和
歌
山

和
歌
山

和
歌
山

和
歌
山

和
歌
山

和
歌
山

和
歌
山

ぶれている 欠けている 滲んでいる鮮明な押印

和
歌
山
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～よくあるお問い合わせ～

貸与基準額はどのくらいですか？
　　世帯状況（家族構成、住所地、世帯収入等）によって異なります。
　　ご自身の家庭の貸与基準額をお知りになりたい方は、１５～１８頁の基準額算定を参照してください。

年間収入額はどのように確認できますか？
　源泉徴収票、確定申告書、課税証明書（お住まいの役所で取得可能）などで確認できます。
　各書類の確認が必要な年（度）は、６頁で確認してください。

同一生計の祖父母の収入や年金、働いている兄弟姉妹の収入は世帯年間収入額に含まれますか？
　はい。同一生計の家族全員（就学者・乳幼児は除く）の収入が世帯年間収入額となります。
　また、老齢年金も世帯収入に含まれます。
なお、障害年金、遺族年金、児童扶養手当等の非課税収入は含まれません。

高校に通っている子のアルバイト代は年間収入額に含まれますか？
　いいえ。就学者の収入は含まれません。
　そのため、就学者のマイナンバーを確認できる書類や課税の確認書類の提出は不要です。

自署と指定されている欄以外は、保護者が記入しても良いですか？
　　はい。ただし、各記入者に自署を求めている氏名・住所等は必ず自署いただくようお願いします。

申請者と連帯保証人の印鑑の陰影が似ている場合、どうすれば良いですか？
　　申請書の裏面の余白に、それぞれの方が別々の印鑑を押印している旨をご記入ください。
　　（例）申請者と連帯保証人は、それぞれ別の印鑑を押印しています。

申請書の同一生計の家族欄の書き方がわからない/家族が多く記入欄が足りないです。
　　家族欄は以下のとおりご記入ください。
　　「就学者を除く家族」欄　：申請者を除く就学者以外全員（乳幼児含む）
　　「申請者を除く就学者」欄：小、中、高校、高専、短大、大学、大学院、特別支援学校、
　　   専修学校（高等課程・専門課程）に在学する方
　　また、記入欄が足りない場合は、申請書下部の余白へ記入してください。
　
住民票上では同一世帯であるが、別生計の家族がいる場合はどうすれば良いですか？
申請書類の提出先の担当者へ世帯状況をお伝えください。

養子縁組しておらず、子の父または母ではない場合の続柄はどのように記入しますか？
「父の妻」、「母の夫」と記入してください。

　
自宅外からの通学のためのアパート代や寮費は、住居の家賃の対象になりますか？
いいえ。保護者等の住居が賃貸の場合のみ対象となります。
そのため、申請者本人の下宿代や申請者の兄姉の大学での下宿代は対象外となります。

賃貸契約書がない場合はどうすれば良いですか？
　　管理会社や貸主等に連絡し、令和７年１～１２月の家賃（共益費や駐車場代等を除く）の
　　支払証明書を取得してください。なお、証明書を提出しなくても、収入年額が貸与基準額以下
　　となる場合は、無理に提出する必要はありません。

同意書兼個人番号カード（写）等貼付台紙の作成方法が分かりません。
添付書類については６頁、記入例については１３～１４頁を参照してください。

振込口座の通帳の写しとは何を提出すれば良いですか？
金融機関名、支店名、預金種目、口座名義、口座番号を確認できるものを提出してください。通帳がない

場合は、キャッシュカードの写しや口座情報が分かる画面を印刷したものを提出してください。

提出が必要な書類が揃っているか不安です。
提出書類チェック表により、書類の確認をお願いします。

振込日はいつですか？/振込が確認できません。
　　２頁を参照してください。なお、金融機関により振込の時間帯が異なりますので、振込日当日の
　　１６時を過ぎても振込が確認できない場合は、お手数ですが、生涯学習課までご連絡ください。
　　また、指定された口座情報については、２頁に控えておいていただきますようお願いします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

途中で貸与を辞退することは可能ですか？
はい。辞退については３頁の を参照ください。
なお、一度辞退されると、貸与を再開することは出来ませんのでご注意ください。

貸与の要件について

書類について

その他
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奨学金を

必要とす

る理由

令和８年４月１５日～令和８年５月２１日
８ 8 7

令和７年度

７

令和７年１月～令和７年１２月

を１１ページの

（１１ページ参照）

　両親は家族の生活を支えるために働いていますが、私の進学に伴う費用負担が太
きく、両親の収入だけでは生活に余裕がありません。私は学校で、将来、教師にな
るために勉学を頑張っています。そのため、奨学金の貸与を希望します。

大

❷ ❸

❹

❻ ❼

❾
❿ ❽

記入漏れに注意

ききいい

太太郎

申請者氏名

   （申請者本人が、自署・押印してください。）

奨学生番号 ※ 太線枠内のみ御記入ください。

      全日制
学校名 和歌山県立              定時制              普通 科
                     紀州高等 学校      通信制     １年  組
                                 分校    高等部         
                                          専攻科      高等課程     （令和８年４月   ３年制第１学年入学）

申
請
者

自
署

ふりがな しゅうがく きいすけ    〒６４０－８５８５
住所

和歌山市小松原通１－１

氏名 修学 きい介

固定電話 － －  携帯電話 － －××××

生年月日  平成○○ 年 〇
 
月 〇

  
日生

自宅外月額を 希望する ・ 希望しない

自
署
・
押
印

連
帯
保
証
人

ふりがな しゅうがく きいたろう

 
印

   〒６４０－８５８５
住所
和和歌歌山山市市小小松松原原通通１１－－１１

氏名 
修学 きい太郎 

 
(続柄 父 )

生年月日 昭和○○ 年 〇 月 〇  日生 固定電話 073－441－3728 携帯電話 090－5678－×××× 

同

一

生

計

の

家

族

 
就
学
者
を
除
く
家
族

  続 柄  氏 名 年齢 所得の 
種 類

給与所得    給与所得以外
   収入年額（税込） 収入年額（税込）

父 修学 きい太郎 ４３ 商業            円 ４ ９２５ ０００ 円
母 修学 きい子 ４０ 給与 ５００ ０００ 円 円
姉 修学 きい奈 ２０ 給与 ７００ ０００ 円                   円

祖父 修学 きい兵衛 ７５ 年金 円 ６００ ０００ 円
                         計 A１ ２００ ０００ 円 B ５ ５２５ ０００ 円

            合 計 金 額 〔給与所得＋給与所得以外〕
Ａ＋Ｂ               

  ６ ７２５ ０００円
申請者
を除く
就学者

   続 柄  氏 名  年齢 校 種 （学 年）
弟 修学 きい三郎 １３ きのかわ義塾 中等部 １年生

世帯員に障害のある人がいる場合 続柄（祖父）氏名（修学 きい兵衛）等級（１級 身体障害者手帳 ）

借家等の家賃を支払っている場合 月額（７５，０００       ）円

母子家庭又は父子家庭の場合 母子家庭・父子家庭（いずれかを○で囲んでください。）
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※本ページは９～１０ページ「貸与申請書の書き方（記入例）」と連動しています。
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国公立 私立

自宅通学者 １８，０００円 ３０，０００円

自宅外通学者 ２３，０００円 ３５，０００円

該当する奨学金貸与月額を記入してください。

・各自自署・押印（スタンプ印不可）してください。
・同一筆跡・同一の印鑑は不可です。
・本人、連帯保証人及び親権者の印鑑は貸与申
請書に押印したものと同じ印鑑を押印してく
ださい。

・連帯保証人は貸与申請書に記入した方と同一
人物となります。

・本人が未成年者である場合に記入してください。

・親権者が連帯保証人の場合も記入が必要ですので、
両親（いずれかがいないときは１人）がそれぞれ
自署・押印（スタンプ印不可）してください。

・後見人がいる場合は、後見人が自署・押印
（スタンプ印不可）してください。

【確認書（記入例）】

貸与申請書・確約書と同じ日を記入してくださ
い。

住　　　所

氏　　　名

銀行

預金種目 １．　普通　　　　　２．　当座　　

（いずれかに○をしてください。）

通常貯金の通帳記号

和歌山市小松原通１－１

修学　きい介

〇　〇 支店〇　〇

ク キ イ ス ケ口座名義人（カナ） シ ュ ウ カ ゛

　　 通常貯蓄預金の口座も登録できません。

②
通常貯金の通帳番号　　　　⇒右づめ

ス ケ

B

ゆ
う
ち

銀
行
の

口
座
の
方

①
　※通帳記号が０から始まる口座は登録できません。

1

カ ゛ ク キ イ口座名義人（カナ） ウシ ュ

口座登録申出書

A

ゆ
う
ち

銀
行
以
外
の

口
座
の
方

金融機関名 店名

普通預金、当座預金の口座番号⇒右づめ

登録申出者

【口座登録申出書（記入例）】

口座は または のいずれかを記入してください。
申請者本人名義の口座に限ります。
姓と名の間は一マス空けて記入してください。

「 ゆうちょ銀行以外の口座の方」を選択する場合は、
下記の和歌山県の歳入取扱金融機関から選び、支店まで記入
してください。

紀陽銀行 和歌山県信用農業協同組合連合会（ＪＡ）

新宮信用金庫 きのくに信用金庫

南都銀行 みずほ銀行

池田泉州銀行 三井住友銀行

百五銀行 三菱ＵＦＪ銀行

三十三銀行 りそな銀行

関西みらい銀行 ミレ信用組合

近畿労働金庫 和歌山県医師信用組合

近畿産業信用組合 なぎさ信用漁業協同組合連合会

別記第２号様式（第５条関係）  

奨学金
    
                  確 認 書

                                               令和８年〇月〇日

  和歌山県教育委員会教育長 様
 
  私が和歌山県修学奨励金の奨学金の貸与を受けるに当たり、私及び連帯保証人は、以下に記載の貸与内容を確  
認し同意の上、裏面記載事項並びに和歌山県修学奨励金貸与条例及び関係規程を遵守し、返還することを確約し、
本確認書を提出します。

 
  貸与月額
 

１８，０００
    
  円
    

              ただし、貸与中に月額の変更があった場合は、変更の期日以降は変更後の月額とします。
 
  貸与の始期  
 

令和８   年 ４  月分から

  貸与の終期  在学する学校の標準修業年限の終期までとします。（家計急変者については、貸与の始期の属す
る年度末（３月）までとします。ただし、奨学金の継続貸与が認められた場合は翌年度末（３月）ま 
でとします。）なお、それ以前に貸与を終了した場合はその期日までとします。  

 
  貸与金額    奨学金貸与終了の時期に貸与金額の総額が確定します。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 本

 人

 自
 署

 ふりがな しゅうがく きいすけ 生 年 月 日

 氏 名           印 平成〇年〇月〇日生

 現 住 所
 〒６４０－８５８５ 固定電話（０７３） ４４１－３７２８

 携帯電話（０８０）１２３４－××××

 学 校 名
                                                 全日制  高等部

 和歌山県立        紀州高等学校         分校   定時制  高等課程  普通  科
                                        専攻科 通信制

 
 
 
 
 
 
 
 

 連
 帯
 保
 証
 人
 自
 署

 ふりがな しゅうがく きいたろう       生 年 月 日   本人との続柄

 氏 名       印 昭和〇年〇月〇日生

 現 住 所
 〒６４０－８５８５ 固定電話（０７３） ４４１－３７２８

携帯電話（０９０）５６７８－××××

 本人が未成年者（１８歳未満）の場合は、親権者が下記のそれぞれの欄に自署・押印してください。親権者が連帯保  
証人の場合も、本人が未成年者であれば必ず自署・押印してください。親権者とは、民法に定める親権者のこと
で、通常は両親（いずれかがいないときは１人）です。後見人がいる場合は、後見人が自署・押印してください。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 親

 権

 者

 氏   名                            印
      生 年 月 日    電話番号

昭和〇年〇月〇日生
（０９０）
５６７８－××××

 現 住 所 （〒６４０－８５８５）

 氏   名                            印
      生 年 月 日    電話番号

昭和〇年〇月〇日生
（０７３）
４４１－３７２８

 現 住 所 （〒６４０－８５８５）

 後
 見
 人

       
 氏  名                            印

      生 年 月 日    電話番号

      年 月 日生
（ ）
       －

 現 住 所 （〒 － ）

提出用 

和歌山市小小松松原通１－１

きい

太郎修学 きい太郎 父

和歌山市小松原通１－１

修学 きい太郎 きい

太郎

和歌山市小松原通１－１

修学 きい子 きい子

きい介

修学 きい介

和歌山市小松原通１－１ 
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【同意書兼個人番号カード（写）等貼付台紙】（表面）

令和８年４月１５日～５月２１日

の日付を記入してください。

※

記入漏れ注意

書き間違えた場合は、二重

線を引いた上に記入者の印

鑑を押印し、余白に正しい

内容を再記入してください。

きい奈
３ ５ ４ ６ ７ ７ ０ ０

別記第 号様式 第 条関係

（表面）

令和〇年 〇月〇〇日

和歌山県教育委員会教育長 様

同意書 兼 個人番号カード（写）等貼付台紙

和歌山県教育委員会が、修学奨励金の貸与の申請に係る事務、返還猶予の申請に係る事務又は返還期

間の延長の申請に係る事務のため、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律（平成 年法律第 号。以下「番号法」という。）第 条第 項に規定する情報提供ネットワーク

システムから、地方税関係情報を取得することに同意しますので、下記のとおり個人番号を提供します。

記

備考

同意者（所得がある者に限る。）本人が記載してください。

住所欄は、提出する日の属する年の 月 日現在の住所を記載してください。

裏面に同意者の「番号確認書類」の写しを貼付してください。

なお、「番号確認書類」を例示すれば次のとおりです（ の書類は貼付しないで、添付してく

ださい。）。

番号法第 条第 項に規定する個人番号カード（個人番号が記載された面）

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化

及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改

申請者氏名 修学 きい介 （学校名： 紀州高等学校 ）

同意者

申請者との続柄 父 生年月日 昭和〇〇年 〇〇月 〇〇日

ふりがな しゅうがく きいたろう
氏名 修学 きい太郎

個人番号 １ ２ ３ ４ － ５ ６ ７ ８ － ９ ０ １ ２

住所 和歌山市小松原通１－１

同意者

申請者との続柄 母 生年月日 昭和〇〇年 〇〇月 〇〇日

ふりがな しゅうがく きいこ
氏名 修学 きい子

個人番号 ５ ６ ７ ８ － ９ ０ １ ２ － ３ ４ ５ ６

住所 和歌山市小松原通１－１

同意者

申請者との続柄 姉 生年月日 平成〇〇年 〇〇月 〇〇日

ふりがな しゅうがく きいな 
氏名 修学 きい奈 

個人番号 ９ ０ １ ２ － ３ ４ ５ ６ － ７ ８ ９ ０
住所 和歌山市小松原通１－１ 

同意者

申請者との続柄 祖父 生年月日 昭和〇〇年 〇〇月 〇〇日

ふりがな しゅうがく きいべえ

氏名 修学 きい兵衛

個人番号 ３ ４ ５ ６ － ７ ８ ９ ０ － １ ２ ３ ４

住所 和歌山市小松原通１－１

この書類は、マイナンバーで収入を確認することについて同意をするものです。

同意者とは、申請書の「就学者を除く家族」に記入した家族のうち、乳幼児以外の全員です（申請者本

人や就学者は含みません）。

※世帯の収入状況を確認しますので、収入がない方も申告（６頁下部参照） をしていることを確認した

上で、同意者として記入をお願いします。

～記入前の確認事項～

○同意者それぞれが自署してください。

（氏名以外の住所等も自分で記入してください。）

〇各同意者が同じ住所であっても記入してください。
「同上」「〃」等は不可です。

〇住所は令和８年１月１日時点の住所を記入してください。
（令和８年１月１日以降引っ越ししている場合はご注意ください。）
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　マイナンバーを提出する際の確認書類は以下のとおりです。
　以下の例に記載されていない書類で確認書類として使用したい場合は生涯学習課へお問い合わせく
ださい。

マイナンバーカード（裏面） マイナンバーカード（表面）

住民票の写し（個人番号記載あり）※１ 運転免許証

通知カード※２ 運転経歴証明書※４

パスポート

身体障害者手帳

精神障害者保健福祉手帳

療育手帳

在留カード

特別永住者証明書

※１　番号確認書類として住民票の写し（個人番号記載あり）を提出する場合は、同意書兼個人番号
　　カード（写）等貼付台紙に貼り付けずそのまま提出してください。

※２　通知カードは記載されている内容（氏名、住所、生年月日、性別、個人番号等）が住民票と相

　　違ない場合に限り使用できます。

※３　本人（実存）確認書類について、例の書類を提出できない場合は、以下の書類を２点提出する

　　ことで代わりとすることができます。

　　　〇公的医療保険の被保険者証、資格確認書 　　〇年金手帳

　　　〇特別児童扶養手当証書 　　〇児童扶養手当証書　　

※４　運転経歴証明書を使用する場合は、交付年月日が平成２４年４月１日以降のものに限ります。

番号確認書類 本人（実存）確認書類

以下の書類から１点提出してください。 以下の書類から１点提出してください。※３

【同意書兼個人番号カード（写）等貼付台紙】（裏面）

貼付する書類が複数あり、枠に収まらな

い場合は、例のようにずらして貼り付け

１ ２

同意者全員の番号確認書類を貼付してく

ださい。（住民票の写しは貼付しないでくだ

さい。）

同意者全員の本人（実存）確認書類を貼

付してください。

※番号確認書類に、住民票の写しを使用

する場合も、本人（実存）確認書類の貼付

が必要です。

てください。

１

２
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※　　　　 は、17ページの基準額算定例で使用した箇所です。
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※　　　　　　　　は15～16ページの各表で選択したものを示しています。
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※　この用紙に記入する場合は本要項17ページの算定例を参考に、15～16ページの各表で申請者世帯にあてはまる数値を選択



和歌山県教育庁 生涯学習局 生涯学習課
　　〒640-8585 和歌山市小松原通 1ー 1

和歌山県修学奨学金 検　索

ご不明な点は、各高等学校等または和歌山県教育庁生涯学習局生涯学習課奨学班までお問い
合わせください。

学　　校　　名 TEL 学　　校　　名 TEL
県立（全日制） 県立（通信制）
橋本高等学校 0736-32-0049 伊都中央高等学校 0736-42-2056
紀北工業高等学校 0736-32-1240 きのくに青雲高等学校 073-422-8402
紀北農芸高等学校 0736-22-1500 南紀高等学校 0739-22-3776

新宮高等学校 0735-22-8101笠田高等学校 0736-22-1029
粉河高等学校 0736-73-3411

県立（特別支援学校）那賀高等学校 0736-62-2117
きのかわ支援学校 0736-42-0415貴志川高等学校 0736-64-2500
和歌山盲学校 073-461-0322和歌山北高等学校（西校舎） 073-453-1281
和歌山ろう学校 073-424-3276和歌山北高等学校（北校舎） 073-455-3528
紀北支援学校 073-479-1356和歌山高等学校 073-477-3933
紀伊コスモス支援学校 073-461-6500向陽高等学校 073-471-0621
和歌山さくら支援学校 073-453-0303桐蔭高等学校 073-436-1366
たちばな支援学校 0737-62-3599和歌山東高等学校 073-472-5620
みはま支援学校 0738-23-2379星林高等学校 073-444-4181
南紀はまゆう支援学校 0739-47-2118和歌山工業高等学校 073-444-0158

和歌山商業高等学校 073-424-2446 みくまの支援学校 0735-31-6101
海南高等学校 073-482-3363
海南高等学校（大成校舎） 073-489-2069 市立・国立（カッコなしは全日制）
海南高等学校（美里分校） 073-499-0034 和歌山市立和歌山高等学校 073-461-3690
箕島高等学校 0737-83-2155 和歌山市立和歌山高等学校（定時制） 073-461-3691
有田中央高等学校 0737-52-4340
有田中央高等学校（清水分校） 0737-25-0055

和歌山大学教育学部附属特別支援学校 073-444-1080

耐久高等学校 0737-62-4148
日高高等学校 0738-22-3151

私立

日高高等学校（中津分校） 0738-54-0226
和歌山信愛高等学校 073-424-1141

紀央館高等学校 0738-22-4011
智辯学園和歌山高等学校 073-479-2811

南部高等学校 0739-72-2056
近畿大学附属和歌山高等学校 073-452-1161

南部高等学校（龍神分校） 0739-78-0155
開智高等学校 073-461-8080

田辺高等学校 0739-22-1880
初芝橋本高等学校 0736-37-5600

田辺工業高等学校 0739-22-3983
高野山高等学校 0736-56-2204

神島高等学校 0739-22-2550
熊野高等学校 0739-47-1004

近畿大学附属新宮高等学校 0735-22-2005

串本古座高等学校 0735-62-0004

慶風高等学校 073-498-0100

新宮高等学校 0735-22-8101

りら創造芸術高等学校 073-497-9111

  〃（新翔校舎）（(旧)新翔高等学校） 0735-31-7087

和歌山南陵高等学校 0738-53-0316

県立（定時制）

国立高等専門学校（全日制）

伊都中央高等学校 0736-42-2056

和歌山工業高等専門学校 0738-29-2301

きのくに青雲高等学校 073-422-5660
私立専修学校（高等課程）

和歌山工業高等学校 073-444-2472
きのくに国際高等専修学校 0736-33-3370

耐久高等学校 0737-65-0050 県外協力校（全日制）
日高高等学校 0738-24-0717 奈良県立十津川高等学校 0746-64-0241
南紀高等学校 0739-22-3776 私立智辯学園高等学校 0747-22-3191
新宮高等学校 0735-22-8106 私立近畿大学工業高等専門学校 0595-41-0111

問い合わせ

または


